
議案第１６３号 

 

京丹後市かぶと山公園キャンプ場条例の一部改正について 

 

京丹後市かぶと山公園キャンプ場条例の一部を改正する条例を別記のように定める。 

 

 令和２年１１月２６日提出 

 

京丹後市長  中 山   泰 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

京丹後市かぶと山公園キャンプ場条例の別表のうち、２貸出備品の使用料に規定する貸出備品の状況を踏まえて、別報のうち、２貸出

備品の使用料の表を削ることとして、所要の改正を行うものである。 
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（別記） 

京丹後市かぶと山公園キャンプ場条例の一部を改正する条例 

 京丹後市かぶと山公園キャンプ場条例（平成１６年京丹後市条例第１９０号）の一部を次のように改正する。  

 別表のうち２ 貸出備品使用料の表を削り、１ 施設使用料を施設使用料とする。 

   附 則 

 この条例は、令和３年４月１日から施行する。 

 

2 / 3



 

京丹後市かぶと山公園キャンプ場条例(平成16年京丹後市条例第190号)新旧対照表 

現行 改正案 

京丹後市かぶと山公園キャンプ場条例 京丹後市かぶと山公園キャンプ場条例 

平成16年4月1日 平成16年4月1日 

条例第190号 条例第190号 

本則 （略） 本則 （略） 

別表(第9条、第16条関係) 別表(第9条、第16条関係) 

1 施設使用料 

（略） 

  施設使用料 

（略） 

2 貸出備品使用料  

備品名 利用単位 使用料 

貸しテント 1張1日 1,000円 

タープ 1張1日 1,000円 

パラソル 1本1日 500円 

調理用具(5人分) 1セット1日 600円 

バーベキューコンロ(網・鉄板付) 1台1日 500円 
 

 

 附 則 

  この条例は、令和3年4月1日から施行する。 
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